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国
際
人
道
法
に
関
す
る
一
九
四
九
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
四
条
約
は
、
す
で
に
世
界
の
ほ
と
ん
ど
の
国
の
参
加
を
得
て
紅
巫
、
多
数
国

間
条
約
の
中
で
最
も
多
く
の
締
約
国
を
有
す
る
も
の
の
部
類
に
数
え
ら
れ
る
。
単
に
数
だ
け
で
は
な
く
、
軍
事
的
に
重
要
な
国
が
ほ

と
ん
ど
す
べ
て
参
加
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
こ
の
一
九
四
九
年
四
条
約
は
普
遍
的
な
参
加
を
得
ら
れ
た
条
約
と
言
い
う
る
。
こ
の

（
２
）

’
九
四
九
年
四
条
約
に
追
加
・
修
正
を
行
な
う
の
が
一
九
七
七
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
追
加
議
定
書
で
あ
る
。
こ
の
追
加
議
定
書
の

締
約
国
数
も
徐
々
に
増
え
、
一
九
九
一
一
年
一
一
一
月
三
一
日
現
在
第
一
議
定
書
一
一
九
か
国
、
第
一
一
議
定
書
一
○
九
か
国
と
な
っ
て
い

（
３
）

る
。
数
だ
け
を
見
れ
ば
、
決
っ
し
て
少
な
く
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
追
加
議
定
書
（
特
に
第
一
議
定
書
）
に
関
し
て
は
、
い
く
つ
か

の
軍
事
的
に
重
要
な
国
が
参
加
を
拒
否
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
ア
メ
リ
カ
、
フ
ラ
ン
ス
そ
し
て
イ
ス
ラ
エ
ル
で
あ
魂
・

（
５
）

で
は
、
わ
が
国
は
い
か
な
る
態
度
を
と
っ
て
い
る
か
。
日
本
は
一
九
四
九
年
四
条
約
に
は
一
九
五
一
一
一
年
四
月
一
一
一
日
に
加
入
し
た
。

（
６
）

こ
れ
は
「
日
本
国
と
の
平
和
条
約
」
に
関
し
て
日
本
政
府
が
行
な
っ
た
一
曰
｜
言
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
一
九
七
七
年
の
追
加

議
定
書
に
は
ま
だ
参
加
し
て
い
な
い
。
現
在
、
日
本
の
こ
の
追
加
議
定
書
へ
の
加
入
を
求
め
る
運
動
が
全
国
抑
留
者
補
償
協
議
会
に

よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
多
く
の
地
方
議
会
が
こ
の
追
加
議
定
書
へ
の
加
入
を
求
め
る
要
望
書
を
採
択
し
て
い
（
麺
。
そ
こ

で
本
稿
で
は
、
こ
の
一
九
七
七
年
の
追
加
議
定
書
へ
の
参
加
を
め
ぐ
る
日
本
の
態
度
を
分
析
し
、
そ
の
あ
る
べ
き
方
向
へ
の
提
言
を

行
な
い
た
い
。

第
一
節
一
九
七
四
－
七
七
年
人
道
法
外
交
会
議

九
四
九
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
四
条
約
に
追
加
さ
れ
る
議
定
書
作
成
の
動
き
は
、
一
九
六
八
年
の
テ
ヘ
ラ
ン
人
権
国
際
会
議
及
び
一
九

は
じ
め
に
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六
九
年
の
第
一
一
一
回
赤
十
字
国
際
会
議
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
）
が
主
催
し
た
一
九
七
一
－
七
一
一

（
９
）

年
の
政
府
専
門
家
会
議
か
ら
実
質
的
に
は
じ
ま
つ
趣
。
こ
の
会
議
は
そ
れ
に
先
立
つ
赤
十
字
の
諸
会
議
と
は
異
な
り
「
政
府
レ
ベ
ル

（
旧
）

の
会
議
」
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
「
専
門
家
の
発
一
壹
已
は
個
人
的
見
解
の
表
明
で
あ
っ
て
、
将
来
の
自
国
政
府
の
立
場
を
何
ら
拘
束
す

（
ｕ
）

る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
了
解
さ
れ
て
い
た
」
と
さ
れ
る
。
な
お
、
出
版
さ
れ
た
会
議
の
記
録
で
は
、
会
議
で
の
発
言
に
つ
い
て
は

個
人
名
・
出
身
国
名
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
た
だ
文
書
で
示
さ
れ
た
提
案
に
つ
い
て
は
専
門
家
の
出
身
国
名
が
表
記
さ
れ
て
い
る
。

（
肥
）

こ
の
一
九
七
一
年
の
政
府
専
門
家
会
議
に
は
日
本
か
ら
は
竹
本
正
幸
教
授
を
含
む
四
人
の
専
門
家
が
、
そ
し
て
七
一
一
年
の
会
議
に
は

（
旧
）

（
Ｍ
）

五
人
の
専
門
家
が
、
派
遣
さ
れ
た
・
こ
れ
ら
の
準
備
段
階
の
会
議
を
経
て
、
一
九
七
四
年
か
ら
一
九
七
七
年
に
か
け
て
国
際
人
道
法

の
再
確
認
と
発
展
に
関
す
る
外
交
会
議
が
開
か
れ
た
。
日
本
は
四
つ
の
会
期
す
べ
て
に
参
加
し
、
日
本
政
府
が
派
遣
し
た
参
加
者
は

（
旧
）

一
二
六
人
に
及
ん
だ
。
日
本
政
府
代
表
団
代
表
北
原
秀
雄
は
、
一
九
七
四
年
の
外
交
会
議
本
会
議
に
お
い
て
、
会
議
に
臨
む
日
本
の
基

本
的
態
度
を
要
旨
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
「
日
本
代
表
団
は
両
議
定
書
草
案
の
多
く
の
規
定
を
歓
迎
し
て
い
る
。
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条

約
の
履
行
に
協
力
す
る
利
益
保
護
国
の
役
割
り
は
不
可
欠
で
あ
る
。
日
本
代
表
団
は
会
議
の
討
議
に
よ
っ
て
利
益
保
護
国
の
迅
速
な

指
名
が
確
保
さ
れ
る
制
度
の
設
立
が
導
か
れ
る
こ
と
を
望
む
。

砲
爆
撃
に
よ
っ
て
一
般
住
民
に
最
大
の
害
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
軍
事
目
標
主
義
は
慣
習
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
原
則

の
発
展
の
た
め
に
議
定
書
草
案
に
お
い
て
大
き
な
進
展
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
う
れ
し
く
思
犯
。
」

こ
の
よ
う
に
日
本
政
府
は
基
本
的
に
は
積
極
的
な
姿
勢
で
会
議
に
出
席
し
た
。
外
交
会
議
に
お
い
て
日
本
は
基
本
的
に
西
側
諸
国

の
一
員
と
し
て
行
動
し
た
と
一
一
言
え
る
。
た
だ
し
日
本
代
表
団
が
会
議
を
リ
ー
ド
す
る
と
い
う
場
面
は
少
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
・
本
節
で
は
外
交
会
議
を
通
じ
て
の
日
本
の
行
動
を
、
投
票
行
動
や
会
議
の
議
事
録
、
外
務
省
の
報
告
書
な
ど
を
も
と
に
し
て
整

理
し
た
い
。
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（
｜
）
日
本
が
成
立
に
強
く
反
対
し
た
重
要
条
文

①
第
一
議
定
書
第
一
条
第
４
項

（
旧
）

第
一
議
定
書
第
一
条
第
４
項
は
、
い
わ
ゆ
る
民
族
解
放
戦
争
を
国
際
的
武
力
紛
争
に
含
め
る
規
定
で
あ
る
。
こ
の
規
定
に
対
し
て

日
本
及
び
他
の
西
側
諸
国
の
多
く
は
強
く
反
対
す
る
立
場
を
と
っ
た
。
日
本
政
府
代
表
団
代
表
代
理
野
田
英
二
郎
は
こ
の
日
本
の
立

場
を
会
議
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
二
九
四
九
年
に
確
立
さ
れ
た
制
度
の
下
で
は
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
は
こ
れ
ら
の
文
書
に
共
通

の
第
二
条
に
定
義
さ
れ
た
事
態
、
す
な
わ
ち
、
締
約
国
間
に
生
じ
る
す
べ
て
の
武
力
紛
争
及
び
あ
る
締
約
国
の
領
域
の
一
部
又
は
全

部
の
占
領
の
場
合
、
に
適
用
さ
れ
る
。
他
方
、
締
約
国
の
一
国
の
領
域
に
生
じ
る
武
力
紛
争
に
は
第
三
条
の
み
が
適
用
さ
れ
る
。
…

…
国
家
以
外
の
実
体
が
参
加
し
て
い
る
武
力
紛
争
に
一
九
四
九
年
譜
条
約
を
全
体
と
し
て
適
用
し
よ
う
と
い
う
い
か
な
る
試
み
も
確

立
さ
れ
た
制
度
の
破
壊
を
導
き
実
際
上
の
困
難
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
。
」
同
じ
く
代
表
代
理
の
石
川
弘
は
一
九
七
四
年
の
論
文
に

お
い
て
「
最
近
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
跳
り
ょ
う
し
て
い
る
『
日
本
赤
軍
』
な
る
過
激
派
集
団
に
し
て
も
、
そ
の
武
装
団
体
と
し
て
の

実
態
は
と
も
か
く
、
民
族
解
放
運
動
団
体
と
自
称
し
捕
虜
資
格
な
ど
を
要
求
す
る
可
能
性
は
十
分
存
在
す
る
。
」
「
と
に
か
く
、
本

来
、
主
権
国
家
の
内
部
に
発
生
し
た
内
乱
と
評
価
す
べ
き
民
族
解
放
闘
争
に
対
し
て
国
際
戦
の
保
護
を
全
面
的
に
付
与
し
よ
う
と
す

る
修
正
第
一
条
が
、
現
行
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
体
系
か
ら
み
て
い
か
に
不
合
理
で
行
き
過
ぎ
た
も
の
で
あ
る
か
は
、
同
諸
条
約
共

通
第
二
条
第
三
項
後
段
に
よ
れ
ば
仮
に
主
権
国
家
で
あ
っ
て
も
非
締
約
国
に
つ
い
て
は
、
当
該
国
が
同
諸
条
約
の
規
定
を
『
受
諾

し
、
か
つ
、
適
用
す
る
』
場
合
に
限
り
当
該
国
と
の
関
係
に
お
い
て
も
同
諸
条
約
が
拘
束
力
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
に
、
修

正
第
一
条
の
規
定
の
仕
方
で
は
国
家
で
も
な
い
民
族
解
放
運
動
団
体
に
つ
い
て
は
、
受
諾
し
適
用
す
る
と
い
う
条
件
な
し
に
全
面
的

（
油
）

に
同
諸
条
約
が
適
用
さ
れ
る
と
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
」
と
解
説
し
た
。
こ
の
よ
う
な
西
側
諸
国
の
反

対
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
九
七
四
年
の
第
一
委
員
会
で
の
投
票
で
は
賛
成
七
○
、
反
対
一
一
一
（
含
日
本
）
、
棄
権
一
三
で
こ
の
第
一
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②
第
一
議
定
書
第
四
四
条

第
一
条
第
４
項
と
と
も
に
、
こ
の
人
道
法
外
交
会
議
で
最
大
の
論
議
を
招
い
た
条
文
が
第
四
四
条
で
あ
っ
た
。
こ
の
第
四
四
条
は

戦
闘
員
及
び
捕
虜
の
資
格
に
関
す
る
条
文
で
あ
る
。
こ
の
戦
闘
員
及
び
捕
虜
の
資
格
に
つ
い
て
は
大
国
と
小
国
の
間
で
古
く
か
ら
争

（
妬
）

わ
れ
て
き
た
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
人
道
法
外
交
会
議
で
は
一
九
四
九
年
ジ
ュ
、
ネ
ー
ヴ
捕
虜
条
約
第
四
条
を
実
質
的
に
修
正
す
る
た

め
の
討
議
が
な
さ
れ
た
。
日
本
代
表
団
も
、
ゲ
リ
ラ
戦
の
現
実
を
考
慮
し
、
戦
闘
員
及
び
捕
虜
の
資
格
の
新
た
な
規
定
の
必
要
性
に

つ
い
て
は
賛
成
し
て
い
た
。
し
か
し
二
般
住
民
の
保
護
を
確
保
す
る
」
と
い
う
見
地
か
ら
、
戦
闘
員
資
格
・
捕
虜
資
格
の
諸
要
件

（
Ⅲ
）

（
配
）

条
第
４
４
項
は
採
択
さ
れ
た
。
そ
の
後
一
九
七
七
年
の
本
会
議
で
の
投
票
の
際
に
は
日
本
は
棄
権
に
回
っ
た
。
こ
の
理
由
を
代
表
代
理

沢
井
照
之
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
た
。
「
日
本
代
表
団
は
、
こ
の
会
議
の
第
一
会
期
中
に
第
一
委
員
会
で
第
一
条
草
案
が
投
票
に
付

さ
れ
た
時
、
こ
の
第
一
条
草
案
に
反
対
し
た
代
表
団
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
行
動
し
た
理
由
は
第
一
委
員
会
の
第
５
会

（
皿
日
）

ム
ロ
で
述
べ
ら
れ
た
。
日
本
代
表
団
は
、
そ
の
後
、
以
下
の
こ
と
に
留
意
し
た
。
す
な
わ
ち
、
本
条
第
４
項
に
関
係
す
る
多
く
の
条
項

が
、
第
一
条
が
最
終
的
に
は
第
一
議
定
書
に
取
り
込
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
と
の
仮
定
の
も
と
に
、
あ
る
い
は
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
よ
っ
て

あ
る
い
は
大
多
数
に
よ
っ
て
、
主
要
諸
委
員
会
で
採
択
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
発
展
を
考
慮
し
て
日
本
代
表
団
は
第

（
閲
）

一
条
に
棄
権
し
た
。
」
こ
の
発
言
の
中
で
一
一
一
苣
及
さ
れ
て
い
る
「
発
展
」
の
中
で
と
り
わ
け
重
要
な
も
の
は
第
九
六
条
第
３
項
で
あ

る
。
こ
の
条
項
に
よ
っ
て
、
締
約
国
と
人
民
を
代
表
す
る
解
放
運
動
団
体
が
諸
条
約
・
議
定
書
に
平
等
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
が
、
確

認
さ
れ
た
の
で
あ
魂
。
こ
の
よ
う
に
日
本
代
表
団
は
当
初
こ
の
第
一
条
第
４
項
に
強
く
反
対
す
る
立
場
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
の

「
発
展
を
考
慮
し
て
」
棄
権
に
回
っ
た
。
そ
し
て
、
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
第
一
条
第
４
項
と
基
本
的
に
同
じ
条
項
を
含
む
特

定
通
常
兵
器
使
用
禁
止
制
限
条
約
を
一
九
八
一
一
年
に
無
留
保
で
受
諾
し
た
の
で
あ
る
。
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の
大
幅
な
緩
和
は
、
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
し
た
。
こ
の
日
本
の
立
場
に
つ
い
て
代
表
代
理
飯
島
光
雄
は
一
九
七
五
年
（
第

二
会
期
）
の
第
三
委
員
会
で
要
旨
次
の
よ
う
に
発
言
し
た
。
「
過
去
の
多
く
の
武
力
紛
争
は
、
人
道
法
特
に
捕
虜
の
問
題
の
重
要
性

を
我
々
に
示
し
て
い
る
。
日
本
代
表
団
は
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
第
四
二
条
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
そ
れ
は
近
年
の
苦

痛
に
満
ち
た
、
し
か
し
重
要
な
経
験
を
注
意
深
く
研
究
し
て
作
成
さ
れ
て
い
る
。
不
正
規
軍
の
構
成
員
に
捕
虜
の
地
位
を
与
え
る
た

め
に
定
め
ら
れ
る
条
件
は
以
下
の
考
慮
を
基
礎
と
し
て
定
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
の
用
い
ら
れ
る
方
法
の
性
質
②
一
般
住
民
の
保

護
の
完
全
な
実
現
③
公
正
な
戦
闘
行
動
の
確
保
。
一
般
住
民
の
保
護
を
確
保
す
る
た
め
に
は
戦
闘
員
と
文
民
と
の
間
に
明
確
な
区

別
を
行
う
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
誰
も
問
題
と
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
戦
闘
員
と
文
民
と
の
間
の
区
別
原
則
は
一
般

住
民
の
保
護
の
た
め
の
最
も
基
本
的
な
基
礎
の
一
つ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
日
本
代
表
団
は
現
代
に
お
い
て
不
正
規
軍
に
よ
っ
て
し
ば

（
配
）

し
ば
用
い
ら
れ
る
ゲ
リ
ラ
戦
の
意
義
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
」
第
一
二
委
員
会
で
の
討
議
の
後
、
翌
七
六
年
の
第
三
会
期
に
作

業
部
会
の
中
で
第
四
四
条
の
条
文
が
練
ら
れ
た
。
こ
の
作
業
部
会
に
お
い
て
も
「
日
本
は
、
解
放
戦
争
の
実
情
と
解
放
戦
士
の
勇
敢

な
る
戦
い
に
は
敬
意
と
同
情
を
示
し
得
る
が
、
戦
闘
員
が
自
己
を
文
民
と
区
別
し
な
い
と
、
文
民
が
極
め
て
危
険
な
状
態
に
追
い
や

（
町
）

ら
れ
る
こ
と
に
重
大
な
危
倶
の
念
を
抱
い
て
い
る
旨
発
一
一
一
一
口
し
た
。
」
こ
の
作
業
部
会
で
作
ら
れ
た
条
文
案
が
一
九
七
七
年
の
第
四
会

（
恥
）

（
閲
）

（
釦
）

期
に
ま
ず
第
一
二
委
員
会
で
、
次
い
で
本
会
議
で
採
択
さ
れ
た
。
こ
の
委
員
会
で
の
投
票
及
び
本
会
議
で
の
投
票
の
際
、
日
本
は
い
ず

（
的
こ

れ
も
棄
権
し
た
。
こ
の
棄
権
に
つ
い
て
日
本
代
表
団
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
た
。
「
日
本
代
表
団
は
第
四
二
条
第
３
項
及
び
第
４

項
が
困
難
を
生
じ
さ
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
懸
念
す
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ら
の
条
項
は
戦
闘
員
と
文
民
の
間
の
明
確
な
区
別

ｌ
戦
闘
の
際
に
文
民
を
保
護
す
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
ｌ
を
行
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
日
本
代
表
団
は
、
不
正
規
軍
に

対
し
て
正
規
軍
に
対
し
て
と
同
じ
程
度
の
区
別
を
求
め
る
こ
と
は
非
現
実
的
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
お
り
、
そ
し
て
、
捕
虜
の
地

位
を
規
律
す
べ
き
基
準
に
つ
い
て
決
定
す
る
上
で
不
正
規
軍
の
戦
闘
の
特
質
を
考
慮
す
る
こ
と
に
日
本
代
表
団
は
反
対
し
な
い
。
し
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か
し
な
が
ら
、
不
正
規
軍
の
構
成
員
を
保
護
す
る
た
め
に
不
正
規
軍
の
構
成
員
と
一
般
住
民
と
の
間
の
区
別
を
少
し
で
も
暖
昧
に
す

る
こ
と
は
、
一
般
住
民
の
保
護
を
不
十
分
に
す
る
結
果
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
両
者
に
与
え
ら
れ
る
保
護
の
間
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。
第
四
二
条
第
３
項
及
び
第
４
項
は
不
正
規
軍
の
構
成
員
の
保
護
に
重
点
を
お
き
す
ぎ
て
お
り
、
一
般
住
民
の
保

（
皿
）

護
を
軽
視
し
す
ぎ
て
い
る
傾
向
に
あ
る
。
従
っ
て
日
本
代
表
団
は
投
西
率
に
お
い
て
棄
権
を
し
た
。
」
「
日
本
代
表
団
は
第
四
一
一
条
に

棄
権
し
た
。
本
条
は
妥
協
を
表
わ
し
て
は
い
る
が
、
な
お
重
大
な
困
難
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。
従
っ
て
日
本
代
表
団
は
こ
れ
に
全
面

的
な
支
持
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
特
に
第
３
項
及
び
第
４
項
は
暖
昧
で
、
異
な
っ
た
解
釈
を
生
じ
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。

不
正
規
軍
の
構
成
員
が
自
己
を
文
民
か
ら
区
別
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
方
法
に
関
す
る
第
３
項
の
規
定
は
、
一
般
住
民
の
不
十
分

な
保
護
に
導
く
で
あ
ろ
う
。
第
４
項
は
一
九
四
九
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
第
三
条
約
と
の
関
係
で
あ
る
種
の
混
乱
を
生
じ
さ
せ
る
で
あ
ろ

う
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
第
４
項
は
、
捕
虜
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
第
三
条
約
及
び
第
一
議
定
書
草
案
の
下
で
捕
虜
の

地
位
を
与
え
ら
れ
る
者
と
同
じ
保
護
を
与
え
ら
れ
る
新
た
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
者
、
を
作
り
出
し
た
か
ら
で
あ
る
。
本
条
の
意
義
は
次

の
事
実
に
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
本
条
は
戦
闘
員
特
に
不
正
規
軍
の
戦
闘
員
に
人
道
的
保
護
を
拡
大
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
戦
闘
員
の
保
護
と
文
民
の
保
護
の
間
の
適
切
な
バ
ラ
ン
ス
を
保
つ
こ
と
は
絶
対
に
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

理
由
に
よ
り
、
本
条
の
解
釈
・
適
用
に
お
い
て
最
大
の
注
意
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
日
本
代
表
団
は
第
四
二
条
の
若
干
の
特
定

の
側
面
に
つ
い
て
の
日
本
代
表
団
の
解
釈
を
記
録
に
と
ど
め
た
い
。
第
一
に
、
第
３
項
で
用
い
ら
れ
る
。
『
状
況
』
と
い
う
こ
と
ば

は
、
限
定
的
に
例
外
的
な
場
合
に
適
用
さ
れ
る
と
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
第
二
に
、
第
３
項
⑪
で
用
い
ら
れ
る
『
軍
事
展
開
』

と
い
う
こ
と
ば
は
、
攻
撃
が
開
始
さ
れ
る
場
所
へ
向
か
う
す
べ
て
の
動
き
を
意
味
す
る
。
第
一
一
一
に
、
第
３
項
第
一
一
文
の
要
求
を
満
た

（
醜
）

さ
な
い
者
は
す
べ
て
戦
闘
員
の
地
位
を
失
う
。
」
｝
」
の
日
本
代
表
団
の
説
明
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
日
本
の
「
棄
権
」
は
限
り

な
く
反
対
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
。
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（
配
し

（
二
）
日
本
が
反
対
、
し
た
そ
の
他
の
条
文

①
第
一
議
定
書
第
八
五
条
第
４
項
及
び
第
５
項

（
郷
）

第
一
議
定
書
第
八
五
条
は
第
一
議
定
書
の
違
反
行
為
防
止
・
処
罰
の
中
心
１
と
な
る
規
定
で
あ
る
。
こ
の
第
八
五
条
の
中
で
特
に
争

（
鋼
）

わ
れ
た
条
項
が
第
４
項
と
第
５
項
で
あ
っ
た
。
こ
の
第
４
項
及
び
第
Ｒ
ｕ
項
は
そ
れ
ぞ
れ
第
一
委
員
会
に
お
い
て
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
よ

（
鴻
）

（
柵
）

り
採
択
さ
れ
、
ま
た
本
会
議
に
お
い
て
も
第
八
五
条
全
体
と
し
て
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
。
し
か
－
し
日
本
代
表
団
は

委
員
会
及
び
本
会
議
で
の
採
択
後
、
以
下
の
よ
う
に
発
言
し
て
、
こ
の
第
八
五
条
第
４
項
・
第
５
項
に
関
し
て
疑
念
を
示
し
た
。

「
も
し
第
４
項
の
す
べ
て
の
規
定
が
会
議
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
な
ら
ば
、
実
施
の
段
階
で
の
若
干
の
実
際
的
困
難
を
日
本
代
表
団

は
予
測
す
る
。
当
該
問
題
の
あ
る
も
の
は
政
治
的
責
任
の
範
囲
に
は
い
る
ｌ
決
定
が
元
首
あ
る
い
は
政
府
に
か
か
っ
て
い
る
と
い

う
点
に
お
い
て
１
．
他
の
困
難
は
、
こ
れ
ら
の
条
文
の
実
施
が
『
法
律
な
け
れ
ば
刑
罰
な
し
』
の
基
本
原
則
に
反
す
る
と
い
う
こ

と
か
ら
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
考
慮
は
、
た
と
え
ば
、
『
文
民
の
送
還
の
不
当
な
遅
延
』
に
あ
て
は
ま
る
。
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
第
四

条
約
（
第
一
三
四
条
）
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
締
約
国
は
、
す
べ
て
の
被
抑
留
者
の
復
帰
を
確
保
す
る
よ
う
『
努
め
る
』
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
爵
文
民
の
送
還
の
い
か
な
る
遅
延
を
も
禁
じ
る
問
題
は
な
い
。
第
七
四
条
第
５
項
に
つ
い
て
の
本
代
表
の

留
保
を
記
録
に
と
ど
め
た
い
。
こ
の
問
題
は
作
業
小
部
会
及
び
作
業
部
会
Ａ
に
お
い
て
長
々
と
討
議
さ
れ
た
け
ど
も
、
日
本
代
表
団

は
本
項
の
意
味
あ
る
い
は
こ
れ
を
第
一
議
定
書
草
案
に
入
れ
る
必
要
性
に
つ
い
て
明
ら
か
で
な
い
。
従
っ
て
日
本
代
表
団
は
、
コ
ン

（
諏
）

セ
ン
サ
ス
の
成
立
を
妨
げ
た
く
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
仏
）
、
第
５
項
の
条
文
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
あ
る
種
の
困
難
が
あ
っ
た
。
」

「
日
本
代
表
団
は
、
一
九
七
七
年
五
月
三
○
日
に
本
会
議
第
四
四
会
合
で
採
択
さ
れ
た
第
七
四
条
に
関
し
て
、
以
下
の
見
解
を
述
べ

た
い
。
一
、
第
４
項
に
列
挙
さ
れ
た
行
為
の
な
か
で
第
七
四
条
に
含
め
る
こ
と
が
適
切
か
ど
う
か
疑
問
の
余
地
の
あ
る
も
の
が
あ

る
。
と
い
う
の
は
、
結
局
、
そ
れ
ら
は
元
首
あ
る
い
は
政
府
の
指
導
者
の
政
治
的
責
任
の
範
囲
に
属
す
る
か
ら
で
あ
る
。
二
、
右
に
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②
第
一
議
定
書
第
七
六
条
第
３
項
及
び
第
二
議
定
書
第
六
条
第
４
項

第
一
議
定
書
第
七
六
条
第
３
項
及
び
第
二
議
定
書
第
六
条
第
４
項
に
関
し
て
日
本
代
表
団
が
問
題
と
し
た
の
は
、
幼
児
の
母
を
死

刑
執
行
禁
止
の
対
象
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
第
三
会
期
に
第
二
議
定
書
第
六
条
第
４
項
に
つ
い
て
作
業
部
会
で
検
討
さ
れ
た
際
、

「
可
の
、
ｇ
員
垣
・
白
の
口
や
曰
・
弓
の
厨
。
帛
冒
円
昌
○
三
一
二
円
目
に
つ
い
て
死
刑
の
言
渡
及
び
執
行
を
禁
止
す
る
よ
う
に
す
べ
き
で

あ
る
と
の
主
張
が
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
検
討
が
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
、
大
勢
は
、
右
両
者
に
対
す
る
死
刑
の
言
渡
を
禁
止
す
る
こ
と

に
は
内
乱
罪
な
ど
を
考
え
る
と
疑
問
が
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
死
刑
の
執
行
は
こ
れ
を
禁
止
す
る
こ
と
が
子
供
（
胎
児
を
含
め
て
）

を
救
う
こ
と
と
な
り
適
当
で
あ
る
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
、
西
独
、
オ
ラ
ン
ダ
、
日
本
な
ど
か
ら
可
の
、
冒
員
舌

白
目
に
対
す
る
死
刑
の
執
行
を
禁
止
す
る
こ
と
は
と
も
か
く
と
し
て
、
白
。
夢
日
貝
］
Ｃ
目
、
Ｃ
冨
巨
『
の
。
を
死
刑
執
行
禁
止
の

（
鋤
ら

対
象
と
す
る
こ
と
は
、
そ
の
対
象
者
の
範
囲
が
あ
い
ま
い
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
死
刑
の
執
行
に
加
え
て
無
期
囚
と
し
て
刑
務
所

に
収
容
し
た
場
合
で
も
子
供
へ
の
影
響
は
避
け
が
た
い
こ
と
な
ど
か
ら
問
題
で
あ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
た
。
な
お
こ
の
争
点
に
つ

い
て
は
、
わ
が
国
の
刑
事
訴
訟
法
上
問
題
が
あ
る
の
で
、
全
体
会
議
に
お
い
て
こ
の
点
に
つ
い
て
の
分
離
投
票
を
あ
え
て
要
求
し
て

み
た
が
、
英
国
が
わ
が
方
と
同
調
し
て
こ
の
点
の
削
除
に
賛
成
し
た
だ
け
で
、
三
七
対
一
一
（
含
わ
が
方
）
対
九
で
曰
・
昌
閂
の
。
【

冒
目
ｍ
・
亘
』
胃
の
己
の
死
刑
執
行
を
禁
止
す
る
旨
の
規
定
が
採
択
さ
れ
た
。
」
こ
の
分
離
投
票
で
反
対
票
を
投
じ
た
理
由
に
つ
い

て
日
本
代
表
団
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
た
。
「
日
本
代
表
団
は
新
第
一
○
条
第
５
項
に
『
幼
児
の
母
』
に
死
刑
を
課
す
こ
と
を
禁
じ

述
べ
た
そ
れ
ら
の
同
じ
行
為
は
正
確
に
定
義
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
行
為
に
関
す
る
規
定
を
国
内
刑
事
立
法
に
編
入
す
る
際
に

困
難
が
生
じ
る
で
あ
る
麺
・
」
こ
の
第
４
項
及
び
第
５
項
に
つ
い
て
は
、
イ
タ
リ
ア
、
ス
イ
ス
、
英
国
、
オ
ラ
ン
ダ
、
（
西
）
ド
イ

（
閲
）

シ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ベ
ル
ギ
ー
、
カ
ナ
ダ
、
フ
ラ
ン
ス
等
の
西
欧
諸
国
が
日
本
と
同
様
の
見
解
を
示
し
た
。
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る
条
項
を
入
れ
る
こ
と
に
反
対
票
を
投
じ
た
。
そ
の
よ
う
な
条
項
を
議
定
書
に
含
め
る
こ
と
を
望
ま
し
い
と
は
日
本
代
表
団
は
考
え

な
い
。
ま
た
、
日
本
代
表
団
は
、
「
幼
児
』
と
い
う
よ
う
な
暖
昧
な
用
語
に
関
連
し
て
履
行
の
諸
困
難
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
と
考
え

る
。
も
し
こ
の
考
え
方
が
会
議
で
最
終
的
に
採
択
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
条
項
の
用
語
が
よ
り
正
確
に
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ

（
Ⅲ
し

る
。
」
最
終
的
に
こ
の
第
一
一
議
定
書
第
六
条
第
４
項
そ
し
て
第
一
議
定
書
第
七
六
条
第
３
項
は
そ
れ
ぞ
れ
委
員
会
及
び
本
会
議
に
お

（
岨
）

い
て
コ
ン
セ
ン
サ
ス
で
採
択
さ
れ
た
。
上
記
の
よ
う
に
日
本
は
第
一
二
会
期
に
お
い
て
こ
の
幼
児
の
母
に
対
す
る
死
刑
執
行
禁
止
に
強

い
難
色
を
示
し
て
い
た
が
、
日
本
の
考
え
が
他
の
諸
国
の
支
持
を
得
ら
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
と
、
か
な
り
妥
協
的
な
姿
勢

に
変
わ
っ
た
。
す
な
わ
ち
第
四
会
期
で
の
第
一
議
定
書
第
七
六
条
第
３
項
の
第
三
委
員
会
で
の
採
択
後
日
本
代
表
代
理
中
村
義
博
は

以
下
の
よ
う
に
日
本
の
制
度
を
説
明
し
た
。
「
日
本
の
立
法
で
は
、
死
刑
は
妊
婦
に
対
し
て
は
執
行
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
の
み
規

定
さ
れ
て
お
り
、
幼
児
の
母
に
対
し
て
死
刑
を
科
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
母
が
そ
の
幼
児
を

世
話
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
そ
の
刑
罰
を
停
止
あ
る
い
は
軽
減
で
き
る
。
…
…
実
際
、
妊
婦
及
び
幼
児
の
母
に
対
す
る
有
利
な

（
側
）

取
扱
い
は
、
日
本
法
に
お
い
て
は
特
別
に
規
定
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
判
事
の
裁
鼠
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
」

（
三
）
日
本
が
賛
成
し
た
重
要
条
文

本
会
議
に
お
け
る
最
終
的
な
採
択
に
お
い
て
投
票
に
持
ち
込
ま
れ
た
条
文
の
数
は
多
く
は
な
い
。
そ
の
中
で
日
本
が
賛
成
票
を
投

じ
た
、
比
較
的
重
要
な
条
文
は
、
軍
事
目
標
主
義
に
関
す
る
諸
条
文
と
国
際
事
実
調
査
委
員
会
に
関
す
る
条
文
で
あ
る
。
軍
事
目
標

主
義
に
関
す
る
第
一
議
定
書
第
五
一
条
、
第
五
二
条
、
第
五
七
条
及
び
第
五
八
条
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
は
こ
れ
ら
の
諸
条
文
が
フ

（
判
）

ラ
ン
ス
の
自
衛
権
行
使
を
妨
げ
る
も
の
で
あ
る
、
と
し
て
反
対
（
第
五
一
条
）
あ
る
い
は
棄
権
（
第
五
一
一
条
、
第
五
七
条
、
第
五
八

（
帽
）
（
棚
）

（
灯
）

条
）
し
た
。
日
本
代
表
団
は
、
会
議
の
は
じ
め
の
発
一
一
一
一
口
で
も
一
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
軍
事
目
標
主
義
に
大
き
な
関
心
を
持
っ
て
い
た
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（
随
）

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
追
加
議
定
書
が
人
道
法
外
交
会
議
で
最
終
的
に
採
択
さ
れ
た
の
が
、
一
九
七
七
年
六
月
八
日
で
あ
っ
た
。
こ

の
議
定
書
の
採
択
を
受
け
て
国
際
連
合
総
会
は
、
’
九
七
七
年
以
後
ほ
ぼ
一
年
お
き
に
こ
の
両
議
定
書
の
批
准
・
加
入
を
検
討
す
る

（
認
）

よ
う
諸
国
に
求
め
る
決
議
を
採
択
し
て
き
て
い
る
。
そ
の
最
初
の
決
議
が
四
ｍ
、
←
」
（
一
九
七
七
年
一
一
一
月
八
日
）
で
あ
る
。
こ

の
決
議
の
作
成
を
討
議
し
た
第
六
委
員
会
に
お
い
て
日
本
代
表
は
以
下
の
旨
発
言
し
た
。
「
日
本
代
表
団
は
こ
の
外
交
会
議
の
成
功

を
よ
ろ
こ
ん
で
い
る
。
…
…
対
立
す
る
見
解
に
よ
っ
て
多
く
の
規
定
が
妥
協
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
若
干
の
規

定
の
文
言
が
暖
昧
な
ま
ま
に
さ
れ
、
解
釈
し
に
く
い
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
日
本
は
、
他
の
参
加
国
と
同

様
、
両
議
定
書
の
い
く
つ
か
の
規
定
に
つ
い
て
完
全
に
満
足
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
日
本
代
表
団
は
、
こ
の
両
議
定
書

の
採
択
が
国
際
人
道
法
の
発
展
に
お
け
る
大
き
な
前
進
と
な
り
、
将
来
、
武
力
紛
争
の
犠
牲
者
保
護
に
貢
献
す
る
も
の
と
確
信
し
て

い
魂
。
」
こ
の
よ
う
に
国
連
第
六
委
員
会
で
は
両
議
定
書
を
あ
る
程
度
肯
定
的
に
評
価
す
る
見
解
を
述
べ
た
が
、
署
名
の
た
め
に
関 （

伯
）

が
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
第
五
一
条
、
第
五
一
一
条
、
第
五
七
条
及
び
第
五
八
条
の
本
会
議
で
の
投
票
の
際
に
は
賛
成
票
を
投
じ
て
こ

（
組
且
）

れ
ら
の
諸
条
文
へ
の
支
持
を
一
示
し
た
。
他
方
第
一
議
定
書
第
九
○
条
に
規
定
さ
れ
る
国
際
事
実
調
査
委
員
会
の
制
度
に
つ
い
て
は
日

（
伯
）

本
代
表
団
は
そ
の
導
入
に
大
い
に
貢
献
し
た
。
日
本
は
第
一
二
会
期
に
は
自
ら
修
正
案
を
提
出
し
、
第
四
会
期
に
お
い
て
は
「
妥
協
案

（
別
）

の
作
成
に
中
心
的
な
役
割
を
演
じ
る
な
ど
各
国
の
意
見
の
調
整
に
努
力
」
‐
し
た
。
日
本
代
表
団
と
し
て
は
、
こ
の
制
度
が
選
択
的
な

も
の
に
な
っ
た
こ
と
や
、
違
反
の
予
防
の
た
め
の
活
動
が
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
残
念
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
本
条

（
別
）

が
人
道
法
の
完
全
な
履
行
へ
向
か
っ
て
の
前
進
で
あ
る
１
と
考
え
た
。

第
二
節
人
道
法
外
交
会
議
以
後
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放
さ
れ
た
期
間
（
一
九
七
七
年
一
二
月
一
二
日
か
ら
一
二
か
月
間
）
内
に
日
本
は
両
議
定
書
に
署
名
を
行
な
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
後

一
九
八
二
年
六
月
に
特
定
通
常
兵
器
使
用
禁
止
制
限
条
約
を
日
本
は
受
諾
し
た
。
こ
の
条
約
の
第
一
条
及
び
第
七
条
第
４
項
は
、
基

本
的
に
一
九
七
七
年
第
一
議
定
書
の
第
一
条
及
び
第
九
六
条
第
３
項
の
方
式
を
踏
襲
し
、
民
族
解
放
戦
争
へ
の
条
約
適
用
を
規
定
し

（
弱
）

（
鉛
）

て
い
る
。
日
本
は
こ
の
条
約
を
無
留
保
で
受
諾
し
て
お
り
、
従
っ
て
、
民
族
解
放
戦
争
が
こ
の
条
約
適
用
上
及
び
一
九
四
九
年
ジ
ュ

（
国

ネ
ー
ヴ
四
条
約
適
用
上
国
際
的
武
力
紛
争
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
条
約
の
国
会
で
の
承
認
に
際
し
て
こ
の
点
が
問

（
釦
）

題
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
特
定
通
常
兵
器
使
用
禁
止
制
限
条
約
の
国
会
承
認
の
際
に
、
こ
の
条
約
に
関
連
し
て
、
一
九

七
七
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
追
加
議
定
書
の
日
本
の
加
入
に
つ
い
て
質
問
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
政
府
委
員
は
次
の
よ
う
に

答
え
た
。
「
政
府
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
こ
の
追
加
議
定
書
は
そ
れ
な
り
の
意
味
が
あ
る
と
は
考
え
て
お
り
ま
す
が
、
他
方
に
お
き

ま
し
て
議
定
書
の
中
身
、
こ
れ
は
本
来
的
に
言
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
ゲ
リ
ラ
戦
争
と
い
う
も
の
が
戦
後
非
常
に
多
く
武
力
紛
争
の
一
つ

の
形
態
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
よ
う
に
な
り
ま
し
て
、
そ
う
い
う
ゲ
リ
ラ
戦
の
場
合
の
戦
時
法
規
と
い
う
も
の
を
ど
う
い
う
ふ
う

に
補
足
強
化
し
て
い
く
か
と
い
う
観
点
か
ら
つ
く
ら
れ
た
条
約
で
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
非
常
に
む
ず
か
し
い
議
論
を

経
て
、
い
ろ
い
ろ
相
対
立
す
る
議
論
が
あ
り
ま
し
て
、
妥
協
の
産
物
と
し
て
で
き
ま
し
た
条
約
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
国
際
法
学
者
あ

る
い
は
い
ろ
い
ろ
な
各
国
の
政
府
に
お
き
ま
し
て
も
な
か
な
か
評
価
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
現
に
第
一
議
定
書
に
つ

き
ま
し
て
は
、
当
事
国
に
な
っ
て
い
る
国
が
二
十
一
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
ま
す
。
も
う
一
つ
議
定
書
が
あ
り
ま
し
て
、
第
二
議
定
書

に
つ
き
ま
し
て
は
当
事
国
が
十
九
、
し
か
も
主
要
な
軍
事
国
と
申
し
ま
す
か
、
そ
う
い
う
国
も
参
加
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
、
そ
う

い
う
状
況
で
ご
ざ
い
ま
す
の
は
先
ほ
ど
私
が
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
な
事
情
に
よ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
う
い
う
点
も
含
め

ま
し
て
政
府
と
い
た
し
ま
し
て
は
な
お
相
当
慎
重
に
こ
の
条
約
を
検
討
い
た
さ
な
い
と
、
入
る
べ
き
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
結
論

が
出
な
い
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま
し
て
、
な
お
各
国
の
加
入
状
況
等
も
見
き
わ
め
た
上
で
政
府
の
態
度
を
最
終
的
に
決
め
た
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（
閲
）

（
剛
）

（
剛
）

い
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」
そ
の
後
昭
和
五
九
年
七
月
及
び
昭
和
六
○
年
四
月
に
国
会
で
こ
の

一
九
七
七
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
追
加
議
定
書
に
対
す
る
政
府
の
態
度
に
つ
い
て
質
問
が
な
さ
れ
た
が
、
政
府
委
員
は
同
様
の
答
え
を
述
べ

る
に
と
ど
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
で
シ
ベ
リ
ア
抑
留
者
に
対
し
て
労
働
賃
金
補
償
を
求
め
る
運
動
を
行
な
っ
て
き
た
全
国
抑
留
者
補
償
協

議
会
（
全
抑
協
）
は
、
国
際
人
道
法
の
意
義
を
強
調
す
る
立
場
か
ら
、
一
九
七
七
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
追
加
議
定
書
の
日
本
の
加

入
を
求
め
る
請
願
を
そ
の
運
動
方
針
に
加
え
た
。
昭
和
六
三
年
二
月
の
全
抑
協
第
一
○
回
全
国
大
会
に
お
い
て
で
迩
鈍
。
そ
し
て
こ

の
全
抑
協
か
ら
の
働
き
か
け
を
受
け
た
山
形
県
議
会
は
昭
和
六
一
一
一
年
一
一
一
月
一
九
日
に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
追
加
議
定
書
加
入
促
進
に

（
岡
）

（
則
）

（
閲
）

関
す
る
要
望
書
を
採
択
し
た
。
（
そ
の
後
同
様
の
要
望
書
を
採
択
し
た
地
方
議
会
は
四
一
二
五
に
も
の
ぼ
っ
た
。
）
こ
の
全
抑
協
の
請

願
に
対
し
、
昭
和
六
一
一
一
年
一
一
一
月
三
○
日
、
遠
藤
実
外
務
省
国
際
連
合
局
長
（
当
時
）
は
、
「
こ
の
議
定
書
は
戦
闘
員
と
市
民
の
識
別

が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
難
点
が
あ
り
、
現
在
、
各
国
の
事
情
な
ど
も
調
査
検
討
中
で
あ
る
。
今
す
ぐ
は
困
難
だ
が
何
時
ま
で
も
加

入
し
な
い
と
言
う
わ
け
で
は
な
い
、
国
際
赤
十
字
に
も
問
題
点
は
聞
き
正
し
て
い
る
。
外
務
省
と
し
て
は
地
方
議
会
の
運
動
に
介
入

（
舵
）

す
る
意
思
は
全
く
な
い
」
と
答
え
た
。
外
務
省
が
地
方
議
会
の
運
動
に
介
入
し
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
自
口
民
党
政
務
調
査
会
は

地
方
の
党
組
織
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
指
令
を
発
し
た
。

「
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
追
加
議
定
書
加
入
に
つ
い
て

《
マ
マ
》

一
九
四
九
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
四
条
約
に
追
加
さ
れ
る
一
一
つ
の
議
定
書
は
現
在
必
ず
し
も
多
く
の
武
力
紛
争
当
時
国
や
主
要
国
等

に
よ
り
締
結
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
わ
が
国
自
身
の
現
在
の
状
況
に
鑑
み
て
も
、
こ
れ
ら
の
追
加
議
定
書
を
わ
が

国
と
し
て
直
ち
に
締
結
す
る
必
要
性
が
あ
る
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ
り
ま
す
。
加
え
て
、
こ
れ
ら
の
追
加
議
定
書
は
、
長
年
に

わ
た
る
交
渉
の
結
果
合
意
さ
れ
た
妥
協
の
産
物
と
も
い
え
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
若
干
の
問
題
点
（
た
と
え
ば
、
戦
闘
員
が
捕
虜
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の
待
遇
を
得
る
た
め
の
条
件
に
関
す
る
本
件
追
加
議
定
書
の
規
定
が
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
第
三
条
約
に
規
定
す
る
従
来
の
条
件
よ
り

も
著
し
く
緩
和
さ
れ
、
文
民
と
戦
闘
員
の
識
別
が
明
確
に
行
わ
れ
な
い
場
合
を
生
ぜ
し
め
る
可
能
性
等
）
を
含
ん
で
い
る
た

め
、
そ
の
締
結
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
内
容
を
検
討
し
、
主
要
国
の
動
向
を
も
見
極
め
つ
つ
慎
重
に
対
処
す
る
必
要
が
あ
り
、

現
時
点
で
は
、
直
ち
に
こ
れ
に
加
入
す
る
段
階
に
は
い
た
っ
て
い
ま
せ
ん
。

以
上
の
観
点
を
踏
ま
え
今
回
の
『
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
追
加
議
定
書
の
加
入
』
に
お
け
る
地
方
議
会
へ
の
請
願
・
意
見
書
に
対

し
て
は
、
慎
重
に
対
応
し
て
下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

こ
れ
ら
の
政
府
・
自
民
党
の
一
九
七
七
年
追
加
議
定
書
に
対
す
る
見
解
に
お
い
て
最
大
の
、
か
つ
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
、
問
題
点

と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
第
一
議
定
書
第
四
四
条
の
問
題
ｌ
す
な
わ
ち
、
戦
闘
員
が
自
己
を
一
般
住
民
か
ら
区
別
す

る
義
務
の
問
題
ｌ
で
あ
る
．
外
交
会
議
に
お
い
て
は
、
本
稿
第
一
節
で
見
た
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の
条
文
に
つ
い
て
日
本
代
表

団
は
反
対
す
る
立
場
を
表
明
し
た
が
、
追
加
議
定
書
採
択
後
に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
こ
の
第
四
四
条
の
み
が
問
題
点
と
し
て
明

示
的
に
言
及
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
諸
論
者
の
見
解
に
お
い
て
も
日
本
が
追
加
議
定
書
に
加
入
し
な
い
理
由
と
し
て
考

え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
政
治
的
理
由
Ｉ
「
政
治
的
な
日
程
に
す
ぐ
に
上
げ
る
ほ
ど
重
要
な
問
題
で
は
な
い
と
い
う
認
識
が
強

（
船
）

（
マ
マ
》

（
田
）

い
」
と
か
、
「
議
定
書
の
批
准
は
同
盟
国
の
米
国
よ
り
先
に
す
る
の
は
難
し
そ
う
だ
。
」
と
か
、
「
有
事
立
法
と
の
関
連
で
、
野

（
和
）

党
の
ほ
う
か
ら
反
対
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
へ
の
警
戒
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
政
府
を
消
極
的
に
さ
せ
て
い
た
」
ｌ
以
外
で
は
、
こ

の
第
一
議
定
書
第
四
四
条
に
つ
い
て
日
本
政
府
が
反
対
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
範
。
こ
の
よ
う
に
政
治
的
理
由
以
外
で
日
本

に
表
現
し
た
も
の
と
言
え
る
。

こ
れ
は
自
民
党
と
し
て
の
見
解
で
あ
る
が
、
従
来
の
国
会
で
の
政
府
委
員
の
答
弁
と
基
本
的
に
同
じ
で
あ
り
、
む
し
ろ
よ
り
率
直

（
Ｕ

自
民
党
政
務
調
査
会
」
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現
在
す
で
に
か
な
り
多
く
の
国
が
一
九
七
七
年
追
加
議
定
書
に
参
加
し
、
そ
し
て
若
干
の
国
が
明
確
な
拒
否
を
表
明
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
「
主
要
国
の
動
向
」
は
す
で
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
「
主
要
国
の
動
向
を
見
き
わ
め
な
が
ら

慎
重
に
対
処
す
範
」
と
い
う
理
由
で
加
入
す
る
か
ど
う
か
の
決
定
を
引
き
の
ば
す
こ
と
は
も
は
や
困
難
で
あ
る
・
最
近
の
世
界
情
勢

の
変
化
ｌ
旧
ソ
連
の
崩
壊
、
東
欧
諸
国
の
変
革
な
ど
ｌ
に
よ
っ
て
も
一
九
七
七
菫
加
議
定
書
の
諸
国
の
参
加
に
影
響
は
な

く
、
む
し
ろ
旧
共
産
主
義
諸
国
が
か
っ
て
反
対
し
て
い
た
第
一
議
定
書
第
九
○
条
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
諸
国
は
積
極
的
に
こ
の
第

（
川
）

九
○
条
に
も
と
づ
く
宣
一
一
一
口
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
よ
り
い
っ
そ
う
普
遍
的
に
追
加
議
定
書
が
諸
国
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ

政
府
が
議
定
書
加
入
を
た
め
ら
っ
て
い
る
（
あ
る
い
は
拒
否
し
て
い
る
）
理
由
と
し
て
は
、
こ
の
第
一
議
定
書
で
は
戦
闘
員
の
資
格

を
得
る
条
件
と
し
て
の
戦
闘
員
と
一
般
住
民
の
区
別
が
明
確
に
行
な
わ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
し
ぼ
ら
れ
て
い
る
。
で
は
こ

の
よ
う
な
理
由
は
法
的
に
見
て
妥
当
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
わ
ゆ
る
ゲ
リ
ラ
兵
な
ど
の
不
正
規
兵
が
い
か
な
る
条
件
で
戦
闘
員
と

し
て
の
資
格
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
は
、
国
際
人
道
法
上
古
く
か
ら
争
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
の
詳

（
Ⅶ
）

し
い
背
景
・
展
開
に
つ
い
て
は
別
稿
に
ゆ
ず
り
た
い
。
た
だ
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
第
一
議
定
書
に
お

い
て
戦
闘
員
の
資
格
を
得
る
た
め
の
伝
統
的
条
件
が
緩
和
さ
れ
た
の
は
、
現
実
の
武
力
紛
争
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
条
件
が
守
ら
れ
え

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
か
ら
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
第
四
四
条
は
妥
協
に
よ
り
成
立
し
、
あ
い
ま
い

な
部
分
を
多
く
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
言
っ
て
こ
の
第
四
四
条
自
体
を
拒
否
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
第
四
四
条
を
基
礎

と
し
な
が
ら
、
そ
の
あ
い
ま
い
な
部
分
の
明
確
化
を
は
か
る
こ
と
に
日
本
政
府
と
し
て
取
り
組
む
べ
き
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

お
わ
り
に



琉大法学第51号（1993） 154
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
他
方
「
主
要
国
」
の
中
で
ア
メ
リ
カ
、
フ
ラ
ン
ス
そ
し
て
イ
ス
ラ
エ
ル
が
第
一
議
定
書
を
拒
否
し
て

（
巧
）

い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
諸
国
の
拒
否
理
由
は
〈
ロ
理
的
な
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
一
九
七
七
年
追
加
議
定
書
の
加
入
に
関
し
、

日
本
政
府
が
そ
の
法
的
障
害
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
は
第
一
議
定
書
第
四
四
条
の
み
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
第
四
四
条

は
大
国
と
小
国
の
妥
協
の
結
果
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
あ
い
ま
い
な
部
分
を
多
く
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
こ
の
条
文
を
基
礎
に
し

て
、
さ
ら
に
そ
の
あ
い
ま
い
な
部
分
の
明
確
化
を
は
か
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
実
際
、
多
く
の
国
が
こ
の
第
四
四
条
に
つ
い
て
の

（
祀
）

解
釈
に
関
す
る
宣
言
を
行
っ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
国
の
多
く
は
外
交
会
議
に
お
い
て
日
本
と
同
様
に
本
条
に
反
対
し
て
い
た
国

々
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
国
の
解
釈
が
妥
当
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
日
本
政
府
と
し
て
適
当
と
考
え
る
解
釈
を
表
明

す
る
こ
と
は
、
こ
の
第
四
四
条
、
ひ
い
て
は
第
一
議
定
書
を
発
展
さ
せ
る
上
で
必
要
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
追
加
議
定
書
の
加

入
そ
の
も
の
を
急
ぐ
べ
き
と
い
う
よ
り
、
一
九
四
九
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
四
条
約
を
含
め
て
こ
れ
ら
の
条
約
を
国
内
的
に
十
分
に
実
施
で

き
る
法
的
・
制
度
的
な
整
備
が
急
が
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

（
１
）
一
九
九
二
年
一
一
一
月
一
一
二
日
現
在
一
九
四
九
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
四
条
約
の
締
約
国
は
一
七
五
か
国
で
あ
る
。

（
ご
肘
目
回
国
・
胃
」
守
己
の
『
貝
こ
の
守
亘
同
日
切
の
二
Ｐ
国
富
ロ
・
霊
・
）

（
２
）
正
式
に
は
「
国
際
的
武
力
紛
争
の
犠
牲
者
の
保
護
に
関
し
、
一
九
四
九
年
八
月
一
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
に
追
加
さ

れ
る
議
定
書
（
第
一
議
定
書
）
」
及
び
「
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
犠
牲
者
の
保
護
に
関
し
、
一
九
四
九
年
八
月
一
一
一
日
の
ジ

ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
に
追
加
さ
れ
る
議
定
書
（
第
二
議
定
書
）
」
で
あ
る
。

（
３
）
昏
（
の
§
、
ご
目
巴
貯
己
の
詞
貝
こ
の
詳
亘
Ｄ
Ｃ
の
切
言
』
冒
己
・
『
」
。

（
４
）
こ
れ
ら
の
国
の
拒
否
理
由
及
び
そ
れ
ら
に
対
す
る
評
価
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
．
九
七
七
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
追
加
議
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グー、〆■、

１２１１
田一〆、－'

（
、
）

グー、

９
、.ゾ

グー、

８
、-／

〆■へ／￣、'－，

７６５
～プ、－〆、－プ

郎
、
』

参
照
。

定
嘗
へ
の
参
加
を
め
ぐ
る
諸
国
の
態
度
ｌ
フ
ラ
ン
ス
及
び
ア
メ
リ
カ
の
参
加
拒
否
を
中
心
に
ｌ
」
藤
田
久
一
、
松
井
芳

郎
、
坂
元
茂
樹
編
『
国
際
法
に
お
け
る
人
権
と
人
道
（
竹
本
正
幸
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
）
』
（
東
信
堂
よ
り
出
版
予
定
）

曰
の
耳
］
ｇ
の
＆
ご
巳
の
Ｈ
Ｐ
目
］
」
｝
一
『
・
白
目
（
巴
、
『
）
ど
の
ト
、
爵
ミ
ニ
圖
巴
ｅ
邑
凸
』
・
註
（
ご
房
）
勺
・
画
ｇ
・

山
本
草
二
編
集
代
表
『
国
際
条
約
集
一
九
九
三
年
版
』
（
有
斐
閣
）
五
八
七
－
八
頁

昭
和
六
三
年
三
月
一
九
日
に
山
形
県
議
会
で
決
議
さ
れ
て
以
後
、
四
○
○
以
上
の
地
方
議
会
で
同
様
の
決
議
が
な
さ
れ
て

い
る
（
『
全
抑
協
広
報
』
第
九
六
号
一
頁
、
第
一
一
三
号
七
頁
、
第
一
二
六
号
八
頁
）
。

こ
の
‐
Ｃ
Ｒ
Ｃ
政
府
専
門
家
会
議
及
び
こ
の
会
議
に
至
る
経
緯
に
つ
い
て
、
竹
本
正
幸
「
国
際
人
適
法
の
問
題
状
況
’

七
一
年
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
政
府
派
遣
専
門
家
会
議
に
参
加
し
て
」
法
律
時
報
第
四
三
巻
一
一
一
号
九
六
－
九
七
頁
参
照
。

一
九
六
九
年
の
専
門
家
会
議
、
赤
十
字
国
際
会
議
、
’
九
七
○
年
の
専
門
家
会
議
、
一
九
七
一
年
及
び
一
九
七
二
年
の
各

国
赤
十
字
社
の
専
門
家
会
議
な
ど
。
こ
れ
ら
の
会
議
に
つ
い
て
、
竹
本
正
幸
、
前
掲
論
文
、
注
（
８
）
、
九
七
頁
、
及
び

竹
本
正
幸
二
九
四
九
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
に
追
加
さ
れ
る
二
つ
の
議
定
書
に
つ
い
て
（
一
）
」
国
際
法
外
交
雑
誌
第

七
七
巻
二
号
四
五
－
四
六
頁
参
照
。

竹
本
正
幸
、
前
掲
論
文
、
注
（
８
）
、
九
六
頁

竹
本
正
幸
前
掲
論
文
、
注
（
９
）
、
四
六
頁

Ｓ
ご
岳
『
§
。
①
貝
昏
扁
兇
冒
図
『
陶
冒
の
『
肘
目
＆
の
群
貝
域
甸
息
口
目
豊
ロ
房
司
」
Ｃ
ｇ
ｇ
『
貝
ご
局
目
貝
】
‐

８
山
」
昏
畠
貝
ご
口
§
田
山
『
ニ
ミ
」
』
Ｒ
Ｅ
の
目
」
圖
の
ｑ
８
コ
ご
】
貝
の
（
の
①
回
の
目
》
】
」
匿
邑
‐
一
国
］
目
の
」
君
］
）

田
９
．
月
９
ｓ
の
ぎ
鼻
貝
忌
の
８
口
苛
冊
ｐ
８
で
」
Ｐ
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（
過
）
＆
貝
可
『
ｇ
ｑ
の
。
帛
阜
ｇ
鮖
冗
胃
、
貝
障
口
の
『
跡
。
■
３
句
品
行
員
団
員
四
辻
目
§
Ｑ
』
、
『
の
』
○
圖
の
日
○
品
』
ご
『
の
９
画
ｎ
Ｉ

ｐ
ｐ
山
」
邑
巨
国
、
邑
目
且
図
獄
】
山
己
ト
山
『
』
、
、
』
】
○
四
○
一
の
】
ヨ
』
円
冒
の
こ
〔
ご
弓
郎
『
】
。
『
い
い
⑦
ロ
ｐ
ご
亘
切
の
い
の
】
○
国
）
』
崖
、
］
ｌ
》
］
巨
口
の
」
や
『
』
管

寄
ロ
ロ
ミ
自
忌
の
容
鼻
貝
忌
の
（
ご
貝
再
目
、
の
二
○
」
旨
の
Ｈ
勺
・
」
□
・

（
ｕ
）
日
本
政
府
派
遣
の
専
門
家
が
ど
の
よ
う
な
発
言
を
し
た
か
は
記
録
か
ら
は
明
ら
か
で
な
い
。
日
本
の
専
門
家
が
提
出
し
た

文
書
は
、
一
九
七
一
年
及
び
一
九
七
二
年
の
会
議
を
通
じ
て
、
一
つ
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
九
七
一
年
の
会
議
の
際

に
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
ア
メ
リ
カ
、
エ
チ
オ
ピ
ア
、
イ
ン
ド
及
び
イ
ギ
リ
ス
の
専
門
家
と
と
も
に
、
さ
ら
な
る
政
府
専
門
家
会

議
の
開
催
を
歓
迎
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
（
＆
、
で
］
の
■
、
』
》
房
ご
Ｄ
Ｒ
ｍ
信
田
二
○
芹
の
」
】
も
」
』
］
・
）
・

（
咽
）
ミ
感
貝
、
」
、
の
８
『
房
。
帛
忌
の
』
凡
亘
○
畠
丘
○
ｓ
己
寓
目
ｑ
の
目
＆
の
帝
貰
国
凰
四
回
目
§
ロ
』
の
『
巴
８
国
§
『

Ｃ
『
閂
ご
忌
閂
冨
四
は
ロ
ロ
画
』
国
亘
團
四
国
】
ご
Ｈ
】
、
回
い
、
『
塗
洵
、
」
Ｈ
ｑ
ｍ
Ｃ
、
の
目
邑
」
閂
ご
句
亘
へ
ご
ロ
鼎
『
】
ｎ
吋
阜
虚
己
の
菌
（
」
ヨ
』
１
＄
『
『
）

（
以
下
Ｒ
蔑
貝
』
』
瀞
８
己
吻
と
略
す
）
二
○
一
旨
の
ロ
弓
・
］
認
－
」
窓
．
た
だ
し
四
つ
の
会
期
す
べ
て
に
参
加
し
た
の

は
竹
本
正
幸
教
授
の
み
で
あ
る
。

（
蛆
）
Ｃ
Ｃ
Ｄ
国
、
の
”
・
得
Ｐ
ロ
日
；
旨
ｌ
畠
ま
た
、
外
務
省
国
際
連
合
局
社
会
課
『
「
国
際
人
道
法
の
再
確
認
と
発
展

に
関
す
る
外
交
会
議
」
報
告
書
』
（
一
九
七
四
年
七
月
）
（
以
下
『
外
務
省
報
告
書
Ｉ
』
と
略
す
）
三
一
頁
参
照
。

（
Ⅳ
）
最
終
的
に
成
立
し
た
条
文
の
中
で
、
本
会
議
で
の
各
条
文
全
体
と
し
て
の
最
終
的
採
択
に
お
け
る
日
本
の
投
票
行
動
は
次

第
一
議
定
書

日
本
が
賛
成
’
第
四
二
条
、
第
五
一
条
、
第
五
二
条
、
第
五
七
条
、
第
五
八
条
、
第
九
○
条
、
第
九
六
条

の
と
お
り
。

日
本
が
反
対
ｌ
な
し
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（
羽
）

（
皿
回
）

（
田
）
Ｏ
Ｃ
Ｃ
国
、
目
、
罠
函
・
ロ
日
Ｐ
乞
・

（
加
）
石
川
弘
「
国
際
人
道
法
の
現
状
と
当
面
す
る
諸
問
題
ｌ
武
力
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
の
再
確
認
と
発
展
に
関

す
る
外
交
会
議
に
出
席
し
て
ｌ
」
法
曹
時
報
第
二
六
巻
第
一
二
号
五
○
’
五
一
頁

（
別
）
ｏ
Ｏ
Ｃ
函
、
弓
、
路
」
】
・
冨
目
・
芦

（
躯
｝
○
口
□
四
、
毘
・
圏
・
富
国
・
留
・

（
肥
）

第
二
議
定
書

ナ
ル
第
五
三
号
参
照
。

○
□ 日
本
が
賛
成
’
第
一
条

日
本
が
反
対
Ｉ
な
し

日
本
が
棄
権
’
第
一
六
条

そ
の
他
の
条
文
は
コ
ン
セ
ン
サ
ス
で
採
択

（
外
務
省
国
際
連
合
局
社
会
課
『
「
国
際
人
道
法
の
再
確
認
と
発
展
に
関
す
る
外
交
会
議
第
４
会
期
」
報
告
書
』
（
’
九

七
八
年
一
一
一
月
）
（
以
下
『
外
務
省
報
告
書
Ⅳ
』
と
略
す
）
及
び
Ｒ
ｎ
且
貝
濡
８
句
目
二
・
］
“
・
の
！
『
参
照
。
）

こ
の
問
題
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
民
族
自
決
権
を
行
使
す
る
人
民
の
交
戦
資
格
」
関
西
大
学
大
学
院
法
学
ジ
ャ
ー

注
（
岨
）

日
本
が
棄
権
’
第
一
条
、
第
四
四
条
、
第
八
九
条

そ
の
他
の
条
文
は
コ
ン
セ
ン
サ
ス
で
採
択

□
四
、
路
・
患
・
ロ
自
画
・
－
ｓ
．

参
照
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（
別
）
こ
の
点
に
関
し
て
の
日
本
代
表
団
の
見
解
（
Ｏ
Ｄ
Ｃ
四
、
路
・
念
・
首
ご
§
Ｒ
域
日
Ｌ
」
』
可
８
『
：
二
○
」
．
（
・
弓
・
当
垣
‐

（
羽
）
拙
稿
二
九
七
七
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
第
一
追
加
議
定
書
に
お
け
る
戦
闘
員
の
資
格
（
｜
）
（
二
。
完
）
」
関
西
大
学

大
学
院
法
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
第
四
四
号
・
第
四
五
号
参
照

（
邪
）
Ｏ
Ｃ
Ｃ
函
、
曰
、
路
・
題
‐
患
盲
ご
景
貝
域
日
巴
濡
８
■
号
二
・
一
・
三
》
弓
・
罠
Ｉ
認
『
・

（
”
）
外
務
省
国
際
連
合
局
社
会
課
『
「
国
際
人
道
法
の
再
確
認
と
発
展
に
関
す
る
外
交
会
議
第
３
会
期
」
報
告
書
』
（
以
下

『
外
務
省
報
告
書
Ⅲ
』
と
略
す
）
一
三
九
頁

（
肥
）
詳
し
く
は
、
拙
稿
、
前
掲
論
文
、
注
（
坊
）
、
第
四
五
号
四
三
－
四
九
頁
参
照
。

（
羽
）
○
口
ロ
西
、
曰
、
路
・
誤
》
忌
日
・
】
・

（
別
）
Ｃ
Ｏ
Ｄ
西
、
路
・
』
Ｐ
忌
日
・
］
団
・

（
別
。
）
最
終
条
文
で
は
第
四
四
条

（
Ⅲ
）
Ｃ
Ｃ
Ｄ
函
、
曰
、
路
・
認
・
忌
日
・
忠
・

（
躯
）
Ｏ
Ｄ
Ｃ
餌
、
路
・
」
］
・
息
日
切
・
ヨ
１
認
・

（
犯
ら
な
お
、
本
会
議
に
お
け
る
最
終
的
な
各
条
文
採
択
時
に
日
本
が
棄
権
し
た
条
文
と
し
て
第
一
議
定
書
第
一
条
及
び
第
四
四

条
以
外
に
第
一
議
定
書
第
八
九
条
と
第
二
議
定
書
第
一
六
条
が
あ
る
が
、
そ
の
棄
権
の
理
由
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
れ
ら

の
条
文
の
採
択
に
関
し
て
、
『
外
務
省
報
告
書
Ⅳ
』
二
○
七
、
二
一
一
一
四
頁
参
照
。

（
鋼
）
本
条
に
関
す
る
外
交
会
議
の
準
備
過
程
及
び
問
題
点
に
つ
い
て
、
岡
田
泉
「
国
際
人
道
法
に
お
け
る
条
約
違
反
行
為
処
罰

制
度
二
）
」
国
際
法
外
交
雑
誌
第
八
一
巻
第
六
号
参
照
。

房
Ｐ
）
参
照
。
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／■、／■、

４７４６
、.〆、=／

〆由、〆■、

４５４４
、－／、=／

（
妃
）

（
胆
）

（
⑪
。
｝
Ｃ
Ｏ
Ｄ
国
、
弓
、
路
・
量
も
閂
口
・
旨

／￣、グー、

４１４０
、－ノ、－’

グー、グー､

３９３８
、=、－ﾉ

（
加
。
）
最
終
条
文
で
は
第
八
五
条

（
加
）

（
羽
ａ
）
「
か
え
て
」
の
誤
り
か
？

（
訂
）

（
妬
）

（
弧
）

因
・
」
】
・
ｐ
ｍ
Ｈ
ｍ
・
画
。

注
（
坊
）
参
照

Ｃ
Ｄ
□
函
、
路
・
」
］
七
日
四
・
］
」
』

Ｃ
Ｃ
Ｄ
函
、
旨
、
路
・
忠
・
忌
日
・
臣

ｏ
Ｄ
Ｄ
函
、
】
、
路
・
露
・
目
目
・
三
》
Ｏ
Ｄ
Ｃ
四
、
路
・
ｍ
Ｐ
ｇ
目
・
『
』
》
Ｃ
Ｃ
Ｄ
因
、
曰
、
路
・
＄
も
胃
Ｐ
］
の
．
》
Ｏ
Ｄ
Ｃ
因
、
の

○
口
□
函
、
閂
、
路
・
忠
も
周
回
・
二

Ｃ
Ｄ
ロ
四
、
閂
、
路
・
臼
．
ご
宵
闇
・
『
】
‐
『
②
。
ま
た
、
『
外
務
省
報
告
書
Ⅲ
』
一
一
四
頁
参
照
。

Ｃ
Ｃ
Ｄ
、
、
路
・
量
》
百
回
目
．
＆
嵐
。
旨
」
群
８
ａ
功
一
。
］
・
｛
・
ロ
・
】
＆
．

『
外
務
省
報
告
書
Ⅲ
』
二
四
－
二
五
頁

Ｏ
Ｃ
Ｃ
函
、
路
・
」
」
・
忌
日
・
『
Ｐ

｜
」
の
点
に
関
し
、
岡
田
泉
、
同
論
文
、
六
四
－
六
六
頁
参
照
。

。
□
□
四
、
閂
、
路
・
巴
も
閂
口
②
。
】
・
］
］
。

」
の
フ
ラ
ン
ス
の
態
度
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
、
前
掲
論
文
、
注
（
４
）
、
参
照
。

『
外
務
省
報
告
書
Ⅳ
』

『
外
務
省
報
告
書
Ⅲ
』

○
○ 四

五
頁○
一
頁
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〆■、グー、′~、／￣、〆￣、

６１６０５９５８５７
、-'、､／ミーノ、－〆、-ン

’戸、／へグー、〆■、'－，

５６５５５４５３５２
、-グ、－ﾉ、､ﾉ､－〆ミーノ

〆■、／■、

５１５０
、､〆ミーゾ

（
組
）
『
外
務
省
報
告
書

（
姐
己
）
た
だ
し
、
特
に
細

（
ぬ
）
詳
し
く
は
、
竹
本

号
・
第
二
号
参
照
。

『
外
務
省
報
告
書
Ⅳ
』
三
八
頁

Ｏ
Ｄ
Ｃ
西
、
］
、
路
・
「
】
盲
口
の
濠
・
島
団
日
旦
群
§
号
二
・
］
・
Ｐ
ロ
・
←
全
・
・
○
口
□
出
、
路
・
」
＠
．
二
目
§
Ｒ
働
日
巴

貯
・
日
：
二
○
」
．
⑤
》
ロ
・
冒
函
・

Ｃ
Ｃ
Ｄ
国
、
路
・
患
》
忌
日
、
．
←
・
認
・

寄
閂
。
。
具
旦
忌
の
辱
】
『
巴
詳
は
自
切
』
弓
【
ｇ
・
ヨ
ニ
ー
『
ご
・

シ
、
○
・
ｍ
、
画
図
、
路
・
］
ロ
冨
国
の
・
韻
‐
患
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
拙
稿
、
前
掲
論
文
、
注
（
肥
）
、
一
九
－
二
○
頁
参
照
。

ロ
・
皆
｛
菖
貫
の
国
、
厚
田
回
の
功
１
８
Ｃ
臼
『
＆
国
ご
＆
の
埒
日
の
目
ｑ
‐
房
己
の
国
』
、
②
冒
冨
山
切
胃
堕

時
・
閏
Ｃ
Ｑ
』
亀
帛
ｇ
』
認
‐
西
囲
・

特
定
通
常
兵
器
使
用
禁
止
制
限
条
約
第
七
条
第
４
項

拙
稿
、
前
掲
論
文
、
注
（
⑬
）
、
二
四
頁
参
照

第
九
十
六
回
国
会
参
議
院
外
務
委
員
会
会
議
録
第
十
一
号
（
昭
和
五
十
七
年
六
月
三
日
）
一
五
頁

第
百
一
回
国
会
参
議
院
外
務
委
員
会
会
議
録
第
十
三
号
六
頁

第
百
二
回
国
会
衆
議
院
外
務
委
員
会
議
録
第
八
号
七
頁

『
外
務
省
報
告
書
Ⅳ
』
二
○
○
－
二
○
一
頁

た
だ
し
、
特
に
投
票
理
由
説
明
は
な
か
っ
た
。

叶
し
く
は
、
竹
本
正
幸
「
国
際
人
道
法
と
国
際
事
実
調
査
委
員
会
二
）

（
二
）
」
関
西
大
学
法
学
論
集
第
二
八
巻
第
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'－，／白、／~、'－，グー、〆へ／■、

6８６７６６６５６４６３６２
－－、=’、=ノ、－'、－ノ、－ノ、－ノ

（
的
）
赤
十
字
国
際
委
員
会
東
ア
ジ
ア
代
表
部
首
席
代
表
ペ
ー
タ
ー
・
キ
ュ
ン
ク
の
発
言
（
産
経
新
聞
一
九
八
九
年
一
月
六
日
）

（
Ⅷ
）
『
赤
十
字
原
則
・
国
際
人
道
法
普
及
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
報
告
書
』
（
一
九
九
○
年
四
月
、
日
本
赤
十
字
社
外
事
部
）
三
九
頁

（
宮
崎
繁
樹
明
治
大
学
法
学
部
教
授
の
発
言
）

（
Ⅵ
）
前
掲
注
（
閉
）
の
近
衛
発
言
及
び
注
（
的
）
の
宮
崎
発
言
（
な
お
宮
崎
教
授
は
第
一
議
定
書
第
一
条
第
４
項
の
問
題
に
も

言
及
さ
れ
て
い
る
。
）
ま
た
、
全
国
抑
留
者
補
償
協
議
会
は
こ
の
第
四
四
条
の
問
題
の
み
を
政
府
の
拒
否
理
由
と
し
て
指
摘

す
る
（
全
抑
協
広
報
第
一
○
七
号
一
四
頁
）
。

（
犯
）
こ
の
問
題
に
つ
き
詳
し
く
は
、
拙
稿
、
前
掲
論
文
、
注
（
閲
）
、
参
照
。

（
ね
）
注
（
別
）
、
注
（
卯
）
、
注
（
田
）
参
照

（
刊
）
旧
ソ
連
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
、
ク
ロ
ア
チ
ア
な
ど

（
布
）
拙
稿
、
前
掲
論
文
、
注
（
４
）
参
照

部
次
長
の
発
言
）

全
抑
協
広
報
第
九
五
号
一
－
九
頁

全
抑
協
広
報
第
九
六
号
五
頁

全
抑
協
広
報
第
九
六
号
一
頁

全
抑
協
広
報
第
一
二
六
号
八
頁

全
抑
協
広
報
第
九
七
号
二
頁

全
抑
協
広
報
第
九
九
号
六
頁

『
赤
十
字
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
ー
小
さ
な
平
和
か
ら
大
き
な
平
和
へ
Ｉ
』
六
四
１
六
五
頁
（
近
衛
忠
輝
日
本
赤
十
字
社
外
事
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（
耐
）
ベ
ル
ギ
ー
、
韓
国
、
イ
タ
リ
ア
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
ス
ペ
イ
ン
、
カ
ナ
ダ
、
ド
イ

ツ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど

（
’
九
九
三
年
六
月
一
七
日
）


